
男女共同参画社会についての 
アンケート調査結果報告書 

KEY WORDKEY WORD

男女共同参画社会についての 
アンケート調査結果報告書 

豊中市  

概要版 



1

女性 
57.3％ 

男性 
41.2％ 
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0.0％ 
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調 査 の 概 要 
調 査 対 象  満20歳以上の市民 

標 本 数  女性1,500人、男性1,500人を住民基本台帳から無作為抽出 

有効回収数 1,195人（女性685人、男性492人、不明18人） 

回答者に占める女性の割合の方が男性

より高く、男女共同参画社会への関心の

高さが回収率にも反映していると考えられ

ます。回答者の年齢層は実際の豊中市

の人口の年代構成比よりもやや高く、その

ため無職の人の割合も高くなっています。

また、仕事に就いている人は女性で約5割、

男性では約6割で、女性の場合はおよそ4

人に1人が家事専業となっています。 

●性 別  

●年 齢  

●仕 事  

有効回収率 39.8％ 

調 査 方 法  郵送による調査票の配布および回収（督促はがき１回配布） 

調 査 期 間  平成16年（2004年）10月４日～10月20日 
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3.9
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0.8 0.2

0% 0%20% 40% 60% 80% 100%

73.1 8.8 12.4

1.3

1.9

女性　N=685

平
等
 

女
性
優
遇
 

男
性
優
遇
 

無
回
答
 

わ
か
ら
な
い
 

64.2 家庭生活で 

職場で 

学校教育の場 
（児童・生徒の立場から） 

法律や制度で 

政治の場で 

地域活動の場で 

社会通念 
習慣・しきたりで 

社会全体で 

16.2 9.1 9.2

47.0 6.1 30.8 4.211.8

20.0 6.7 23.5 2.946.9

10.8

0.9

15.2 2.071.1
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1.7

8.8 1.680.7

8.3

2.6

10.4 1.377.3

7.926.4 23.1 2.839.9
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い
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57.1 8.3 19.3 4.710.5

39.6 13.811.9 1.033.6

25.8

3.4

9.3 1.260.2

13.2

3.8

7.1 1.074.8

18.5 7.96.7 1.065.9

14.242.9 14.0 1.027.9

0.9

1.7

2.6

3.4

3.8

3.83.8

「社会通念・慣習・しきたり」「社会全体」では７割以上の人が男性優遇と感じています。また、女

性の回答者は「職場」「政治の場」「家庭生活」でも6割以上が男性優遇だと答えており、どの分

野をみても女性の方が男性よりも男性優遇の割合が高くなっています。全般に、女性だけでなく

男性にも社会の中で男性が優遇されていると考えられています。社会通念など、日頃の生活に溶

け込んでしまっている分野での意識を変えていくことは容易ではありませんが、誰もが平等になっ

ていると感じられる社会は男性にとっても女性にとっても暮らしやすい社会であるといえます。 

政治や一般社会において女性が意見を述べると、女性だからというだけで、内容を聴きとる前に無視されたり軽

視されているのがまだまだ、現状だと思います。（女性　50歳代） 

●根 強 い 男 性 優 遇 感（ 男 女 の 地 位 の 平等感 ） 

自由 
意見 
より 

◆次の各分野で一般的に男女は平等になっていると思いますか◆ 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

51.8 25.7 21.6

0.9

0.9

女性　N=685

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

そ
う 

思
わ
な
い 

そ
う
思
う 

無
回
答 

28.0
「男性は仕事、女性は 
家事・育児」と役割を 
分担する方がよい 

男の子は男らしく、 
女の子は女らしく 
育てる方がよい 

妻や子どもを養うのは、 
男性の責任である 

夫の親を妻が介護・ 
看護するのは当然だと 
思う 

男性の方が女性より、 
管理職としての 
資質がある 

子どもが３歳くらい 
までは母親のもとで 
育てる方がよい 

29.2 41.9

25.0 18.7 1.055.3

34.5 41.2 0.923.6

39.7 35.2 1.224.0

11.7 7.5 0.680.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

73.0 14.6 11.8

0.8

0.6

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

そ
う 

思
わ
な
い 

そ
う
思
う 

無
回
答 

48.4 21.7 29.1

12.6 8.1 1.278.1

37.6 26.0 0.835.6

35.6 23.6 0.840.0

10.65.90.483.1

男性　N=492

「男は仕事、女は家庭」、と性別によって役割分担を決める考え方は、女性は4割強、男性は3割

弱の人が否定しています。しかし、性役割意識に基づいた、子どもを男の子らしく、女の子らしく育

てることや、男が妻子を養うべきといった考え方を肯定する人が男女とも過半数を占め、男性では

7割以上と優勢的です。また、「子どもが3歳くらいまでは母親のもとで育てる方がよい」では男女

とも8割以上の人が支持しています。育児や家事は女性に、男性は仕事中心の生活に偏りがち

ですが、男女が自らの意思で生き方を選択でき、お互いに支えあってバランスよく暮らせる社会が

望まれます。 

●男 女 で 異 な る 性 役 割 意 識  

◆あなたは、次の項目についてどのように思いますか◆ 
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はっきりいって仕事上のことは何でも男女共同

参画社会になっていないと思う。就職の時でも

求人欄は男女関係なしでも実際は男性だけを

企業側は希望してたり、昇進にしたって男女差

は確実にあると思う。家庭生活においても家事

をするのは女性だとか、とにかく今でも男女共同

参画社会になっていないことはいっぱいあると

感じます。（男性　30歳代） 

自由 
意見 
より 

一部の家庭では共同参画社会のように見えるが、ほ

とんどの家庭では主人（夫）が働き、子育ては女性が

していて、よほど夫の理解がある家庭でだけ両方でう

まく分担してやっている。まだまだ共同参画社会は無

理と思う。 

（男性　60歳代） 

男性女性が平等に何かに取り組む時間（仕事、地

域活動、勉強、趣味などの時間）を持つことができる

ような環境づくり（保育所の充実など）にもっと力を

入れる。（男性　20歳代） 

もっと男性にも知ってほしい。してほしい。参加してほ

しい。“そんなん男のやることと違う”が間違い。“

仕事や、付き合いや”と逃げるのも卑怯。男が遊び

たいように女だってたまには息抜きしたい。でも子ど

もの世話・パートナーの世話と結局させられてる。自

分の事ぐらい自分で出来るようにならないと、年とっ

て泣くのは男だ。今のうちに知っておいた方がいいと

思うけど…きっと“オレには関係ない”と思ってるだ

ろうね。（女性　40歳代） 

今では、女性も結婚後、仕事を続けられる社会に少

しずつなってきているが、子どもが出来、病気になっ

た時、親の介護が必要になった時、すぐ行動を起こ

さなければいけないのが、女性たちであり、それが現

実だというところ。 

（女性　50歳代） 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

41.3 6.3 47.4

4.8

5.0

女性　N=685

主
に
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ー
ト
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性
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主
に
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パ
ー
ト
ナ
ー（
女
性
） 

夫
婦
で
同
じ
く
ら
い 

無
回
答 

32.6 生活費を得る 

家計の管理 

食事のしたく 

掃除 

洗濯 

子どもの世話 

61.5 1.2

1.0 54.7
4.4

39.9

2.8 35.5
4.5

57.2

1.0 52.8
4.7

41.5

0.6 21.6
6.6

71.2

男性　N=492

0.9 10.8
6.4

81.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32.9 6.9 55.9

3.7

4.3

主
に
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パ
ー
ト
ナ
ー（
男
性
） 

主
に
妻 

パ
ー
ト
ナ
ー（
女
性
） 

夫
婦
で
同
じ
く
ら
い 

無
回
答 

27.0 68.1 1.2

0.2 67.1
4.1

28.7

3.9 39.8
4.3

52.0

2.4 57.7
4.3

35.6

1.8 34.1
6.3

57.7

3.3 18.7
7.1

70.9
高齢者・病人の 
介護・看護 

1.3

1.8

1.0

0.5

2.30.8

1.3

2.8

3.7

0.61.2

1.81.2

1.5

どの項目も、女性の方が男性よりも「夫婦で

同じくらい」を理想としている割合が高くなっ

ています。男性は女性と比べると「主に妻・

パートナー（女性）」を理想とする割合が高く、

特に「子どもの世話」「食事のしたく」「高齢

者、病人の介護・看護」では、男女間で意識

の差がみられる結果となっています。一方、「生

活費を得る」では「主に夫・パートナー（男性）」

が望ましいとする人が男女とも６割を超えて

います。 

●理 想とす る 家 庭 生 活 で の 分 担  

◆家庭生活の分担は、配偶者・パートナーでどのようにするのが望ましいと思いますか◆ 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.4 67.4

7.8

8.1

女性　N=383

主
に
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ト
ナ
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ー
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ナ
ー（
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夫
婦
で
同
じ
く
ら
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そ
の
他
の
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該
当
し
な
い 

12.8 生活費を得る 

家計の管理 

食事のしたく 

掃除 

洗濯 

子どもの世話 

3.7

1.3

0.5

0.0

84.1 7.86.3

0.574.9 8.114.6

1.8

1.082.8 8.17.0

1.0

57.7 11.5

0.0

11.019.3

0.5

男性　N=327

2.3

35.5 25.8 11.723.8

0.8
高齢者・病人の 
介護・看護 

74.4

1.3

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11.0 67.9

8.0

8.0

主
に
夫 

パ
ー
ト
ナ
ー（
男
性
） 

主
に
妻 

パ
ー
ト
ナ
ー（
女
性
） 

夫
婦
で
同
じ
く
ら
い 

無
回
答 

そ
の
他
の
人 

該
当
し
な
い 

12.8 3.1

0.3

0.0

0.0

83.2 8.07.3

0.364.2 8.024.8

2.8

78.9 8.08.9

3.7

52.3 13.1

0.6

11.021.7

1.2

1.8

35.8 24.5 11.025.7

1.2

2.8

1.2

1.2

75.8

1.5

13.1

0.6

1.3

1.8

1.0

0.5

2.30.8

1.3

3.7

0.6

1.8

1.5

現実の家庭での役割では、「生活費を得る」で

は男女とも「主に夫・パートナー（男性）」の割

合が高くなっています。それ以外の全ての家事・

育児・介護は、「主に妻・パートナー（女性）」の

占める割合が高く、中でも「食事のしたく」「洗

濯」は約８割となっています。 

●現 実 で の 役 割 分 担  

理想とする家庭生活の分担では、男性よりも女性の方が「男性が仕事をして女性が家事をする」

ではなく「夫婦共同」の意識が強くなっています。実際の日常の生活では家事のほとんどを女性

が担っているのが現状であり、女性の方が理想と現実のギャップが大きいことを示しています。 

●理 想と現 実 の ギャップ  

◆実際にあなたの家庭では、どのように分担していますか◆ 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

59.9 3.8

5.3

4.5

両
立
 

家
庭
や
 

地
域
活
動
優
先
 

仕
事
優
先
 

無
回
答
 

7.0 38.149.6

31.7

N=685女性 

男性 N=492

0% 20% 40% 60% 80% 100%

71.8 10.0

4.5

3.7

両
立
 

家
庭
や
 

地
域
活
動
優
先
 

ど
れ
に
も
 

あ
て
は
ま
ら
な
い
 

仕
事
優
先
 

無
回
答
 

39.4 14.625.116.4

10.4 4.2

N=685女性 

男性 N=492

実際の生き方 

望ましい生き方 

「望ましい生き方」では女性の場合、仕事と家庭・地域活動を両立できる生き方が望ましいとする

人が半数近くを占めています。男性の場合では、仕事優先が望ましいとする人が約６割となってい

ます。 

「実際の生き方」では、女性の場合、両立を望んでいても現実には仕事か家庭・地域活動のいず

れかに偏っており、両立が困難になっています。また、男性は理想よりも現実の方が仕事を優先し

ている人の割合が高くなって７割を超えています。 

何を優先するかは、人生のそれぞれの段階によっても異なり、男女にかかわらず、自分が望ましいと

思う生き方を可能にする社会をめざしたいものです。 

●女 性と男 性 の 生き方 に つ い て の 理 想と現 実  

◆あなたは仕事と家庭や地域活動について、どのような生き方が望ましいと思われますか 
また、実際にはどのようにされていますか◆ 

（女性は女性の生き方として望ましいもの、男性は男性の生き方として望ましいものについての回答） 
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N=1195 N=1195
女の子 男の子 

短期大学・ 
高等専門学校 
24.1％ 

大学　70.2％ 

大学　49.6％ 

無回答 
3.7％ 

中学校 
0.2％ 

無回答 
3.1％ 

大学院 
12.6％ 

高等 
学校 
7.1％ 専門・ 

専修学校 
10.5％ 

高等学校 
4.1％ 

専門・専修学校 
5.6％ 

短期大学・ 
高等専門学校 
4.3％ 

中学校 
0.1％ 

大学院 
4.9％ 

子どもに大学まで教育を受けさせたいと考えて

いる人は、女の子の場合は半数ですが、男の

子の場合だと７割になっています。 

女の子と男の子で親の期待が異なるのは、男

の子にはよい学校を出て、仕事で成功してほし

いといった気持ちが強く出ているのではないで

しょうか。男女にかかわらず、一人ひとりの能力

や個性を最大限に伸ばすことが、大切ではな

いでしょうか。 

●女 の 子と男 の 子 で 異 な る 期 待  

◆あなたは、子どもにはどの程度の教育を受けさせたいと思いますか◆ 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

61.1 7.8

2.7

3.3

女性　N=601

平
等
 

女
性
優
遇
 

男
性
優
遇
 

無
回
答
 

わ
か
ら
な
い
 

60.2 採用・募集 

仕事の内容、 
仕事の分担 

昇給や 
賃金水準 

昇進・昇格 

能力・成果 
の評価 

教育訓練 
の機会 

2.376.8

2.379.9 10.3

2.369.5 16.5

2.848.8 30.6

男性　N=457

6.010.5 2.070.0

21.1 2.349.3

23.8

16.1

10.6

7.0

6.7

8.3

10.6

3.049.8 23.3

25.1

11.5

住宅資金 
の貸付など 
福利厚生 

退職・解雇 

お茶くみや 
コピー等の 
雑用 

22.0

13.6

19.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57.7

2.4

2.0

平
等
 

女
性
優
遇
 

男
性
優
遇
 

無
回
答
 

わ
か
ら
な
い
 

59.9

1.867.4

1.875.5

2.457.6

2.841.5

7.0 2.859.5

12.5 2.235.5

15.3

10.1

7.0

5.5

4.8

7.0

2.837.5

16.4

31.3

44.0

42.9

46.4

20.8

28.7

25.6

23.6 11.9

9.9

4.4

0.5

0.5

1.0

1.7

2.2

0.2

2.0

0.9

0.9

1.7

1.5

3.5

1.5

4.5

0.5

0.5

1.0

1.7

2.2

0.2

2.0

0.9

0.9

1.7

1.5

3.5

1.5

4.5

0.6 1.8

1.0 3.0

1.4 3.4

1.9 3.4

2.2 4.9

2.6

4.4

1.0 2.2

女性の場合、どの項目をみても男性優遇の割合が高く、特に、「昇給」「昇進」「評価」において

は約７～８割にのぼっています。また、お茶くみやコピー等の雑用に関しても女性の７割が男性が

優遇されていると答えています。一方、男性の場合も、女性ほど男性優遇感は強くありませんが、「採

用」「仕事の内容」「昇給」「昇進」「評価」等で約6～7割が男性優遇と答えています。特に「昇

進」では75.5％となっています。 

職場の組織の活性化のためには、男女が対等な仕事のパートナーとして、それぞれの能力を発揮

できるよう工夫していくことが必要です。 

●職 場 は男 性 優 遇  

◆あなたは、職場で次の項目について男女は平等になっていると思いますか◆ 

なぜか男性の同期ばかりが出世していく時や、男性が上司に結婚を報告すると、これで一人前って感じで受け止

められている感じがするのに、女性（自分自身）が報告したら、まず仕事は続けるのかを聞かれた時、婚約者に最

終的には女性が育児をするのだから、その時に備えてほしいと言われた時に不平等を感じる。（女性　20歳代） 

自由 
意見 
より 
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0.5

0.5

1.0

1.7

2.2

0.2

2.0

0.9

0.9

1.7

1.5

3.5

1.5

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　N=685

ど
ち
ら
と
も
 

い
え
な
い
 

必
要
で
な
い
 

必
要
で
あ
る
 

無
回
答
 

男性　N=492

ど
ち
ら
と
も
 

い
え
な
い
 

必
要
で
な
い
 

必
要
で
あ
る
 

無
回
答
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.6

2.292.4 4.8
介護保険による 
ホームヘルパーや施設など 
のサービスを充実する 

2.0

1.289.9 6.9

0.6

2.690.5 6.3 介護、育児休業制度など 
の活用をすすめる 

1.8

1.887.6 8.7

労働者の権利に関する 
情報提供や相談窓口を 
充実させる 

3.188.5 7.4

1.0

1.886.0 9.1

3.0

1.4

2.587.5 8.6
生活状況に応じて柔軟な 
働き方を選ぶことができる 
制度を充実させる 

3.4

1.882.3 12.4

87.3 2.0 男性も家事・育児・ 介護をになう 

1.9

8.8 78.6 1.4

3.4

16.5

パートタイムや派遣 
社員などの労働条件を 
向上させる 

2.383.9 11.5

2.2

2.080.5 12.6

4.9

募集・採用、配置・ 
昇進などの職場における 
男女間の格差をなくす 

2.579.0

2.6

15.9 2.475.5 5.516.7

2.561.6 男女ともに労働時間の 
短縮をはかる 7.728.2 2.062.8 13.022.2

再就職を希望する 
女性のための講座、 
セミナーを充実させる 

2.583.8 9.3

4.4

2.275.8 16.3 5.7

1.0

2.991.9 4.2
保育所、留守家庭児童会 
（学童保育）などの 
保育環境を充実する 

2.2

2.090.5 5.3

0.6 1.8

1.0 3.0

1.4 3.4

1.9 3.4

2.2

2.6

1.0 2.2

4.9

4.4

約９割の人が介護保険によるサービスの充実・

保育環境の充実・介護、育児休業の活用をすす

めるといった両立支援の充実が必要だと回答し

ています。労働時間の短縮は男性の方が女性

よりも必要と答えた人の割合がやや高く、男性

の長時間労働がうかがえます。男性の家事・育児・

介護の参加が必要だと考える女性は９割近くに

のぼり、女性にとって家事の負担が重くのしかか

っている現状では、男性からのともに家事を担っ

ていこうとする積極的な意欲が求められています。 

●男 女 がとも に働きや す い 社 会を つくるため に  

◆これから男女が働きやすい社会の環境をつくるためには、次の項目についてどう思いますか◆ 

社会の活性化を促すためには女性の能力を積極的に引き出すことが必要。そのために、保育時間の延長や、残

業の少ない職場、休日出勤のない職場にし、女性も働きやすい環境づくりが必要と思う。（男性　40歳代） 

自由 
意見 
より 
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ＤＶに対する認識 0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　N=68516.827.4 40.9

10.126.7 49.2

6.756.9 21.0

10.545.5 28.5

12.741.9 28.6

7.262.2 14.0

5.556.6 20.9

2.967.9 12.8

2.074.9 7.0

1.868.6 12.8

2.079.4 1.9

1.981.0 0.6

1.981.2 0.4

8.350.9 24.1

8.250.2 24.1

3.164.4 15.2

何を言っても長期間 
無視される 

あなたが大切にしているものを、 
わざと壊したり捨てたりされる 

あなたの交友関係や電話を 
細かく監視されたり、外出を制限される 

実家の親・きょうだい・友人との 
付き合いをいやがられたり、禁止される 

あなたのお金を取り上げたり、 
預貯金を勝手におろされる 

「だれのおかげで、お前は食べられるんだ」 
「かいしょうなし」などと言われる 

ものを投げつけられる 

押したり、つかんだり、 
つねったり、こづいたりされる 

げんこつや身体を傷つける 
可能性のあるもので、 

なぐるふりをして、おどされる 

身体を傷つける可能性の 
あるもので、たたかれる 

骨折をしたり、鼓膜がやぶれたり 
するほどの暴力をふるわれる 

命の危険を感じるほどの 
暴行をされる 

あなたが見たくないのに、 
ポルノビデオやポルノ雑誌を見せられる 

避妊に協力してくれない 

あなたの意に反して 
性的な行為を強要される 

大声でどなられる 

暴
力
に
あ
た
る
 

と
は
思
わ
な
い
 

ど
ん
な
場
合
 

で
も
暴
力
に
 

あ
た
る
と
思
う
 

暴
力
の
場
合
と
 

そ
う
で
な
い
 

場
合
が
あ
る
 

（精神的） 

（精神的） 

（精神的） 

（社会的） 

（社会的） 

（経済的） 

（経済的） 

（精神的） 

（身体的） 

（身体的） 

（身体的） 

（身体的） 

（身体的） 

（性的） 

（性的） 

（性的） 

男性　N=49218.520.5 49.8

13.421.1 54.7

8.352.8 27.0

13.238.6 35.8

18.130.5 38.6

10.252.8 23.8

10.044.1 33.3

3.956.9 26.8

3.373.8 11.0

3.964.0 20.5

1.679.9 6.3

1.883.9 2.0

1.883.9 1.6

12.444.3 30.1

12.638.6 34.8

5.356.5 24.6

全てがドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）にあたる行為にあてはまりますが、身体的に危害を加える

暴力については「どんな場合でも暴力にあたると思う」の割合が高いものの、「実家の親・きょうだ

い、友人との付き合いをいやがられたり、禁止される」「交友関係を監視されたり外出を制限される

」といった『社会的暴力』や、「避妊に協力してくれない」「意に反して性的な行為を強要される」

などの『性的暴力』は女性が暴力にあたると思っているほど、男性の割合は高くありません。無視

されることや、大声でどなられることは、暴力に含まれないと思われがちですが、相手を支配しようと

して繰り返されることで、そうした行為を受けた人に恐怖心や無力感をうえつけます。 

●どん な 場 合 で も 暴 力 に あ た る  

◆あなたは、配偶者・パートナー・恋人から次のようなことをされることは暴力にあたると思いますか◆ 
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ＤＶの経験 0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性　N=620何を言っても長期間 
無視される 

ま
っ
た
く
な
い
 

何
度
も
 

あ
っ
た（
あ
る
） 

1
、2
度
 

あ
っ
た（
あ
る
） 

（精神的） 

（精神的） 

（精神的） 

（社会的） 

（社会的） 

（経済的） 

（経済的） 

（精神的） 

（身体的） 

（身体的） 

（身体的） 

（身体的） 

（身体的） 

（性的） 

（性的） 

（性的） 

男性　N=437

あなたが大切にしているものを、 
わざと壊したり捨てたりされる 

あなたの交友関係や電話を 
細かく監視されたり、外出を制限される 

実家の親・きょうだい・友人との 
付き合いをいやがられたり、禁止される 

あなたのお金を取り上げたり、 
預貯金を勝手におろされる 

「だれのおかげで、お前は食べられるんだ」 
「かいしょうなし」などと言われる 

ものを投げつけられる 

押したり、つかんだり、 
つねったり、こづいたりされる 

げんこつや身体を傷つける 
可能性のあるもので、 

なぐるふりをして、おどされる 

身体を傷つける可能性の 
あるもので、たたかれる 

骨折をしたり、鼓膜がやぶれたり 
するほどの暴力をふるわれる 

命の危険を感じるほどの 
暴行をされる 

あなたが見たくないのに、 
ポルノビデオやポルノ雑誌を見せられる 

避妊に協力してくれない 

あなたの意に反して 
性的な行為を強要される 

大声でどなられる 

65.25.2 17.1

46.312.7 30.0

78.22.3 7.1

72.15.2 10.2

75.03.2 9.5

82.11.5 4.2

74.24.2 9.0

75.23.2 9.2

75.03.1 10.0

76.02.9 8.9

81.92.3 3.2

84.51.3 1.3

84.21.5 1.8

79.20.8 7.6

74.83.2 9.2

70.05.3 12.1

56.56.4 25.6

51.09.2 28.4

76.22.1 8.7

78.51.6 7.6

77.12.3 8.5

82.22.3 3.0

76.72.7 8.2

78.51.4 7.3

71.91.6 14.2

72.83.0 11.4

82.80.9 3.2

86.00.2 0.7

86.00.2 0.5

82.40.7 3.4

81.73.9

81.01.1 3.9

0.0

配偶者・パートナー・恋人から何らかの暴力を受けた経験のある女性は56.6％で全体の半数を超

えています。『身体的暴力』に注目すると、命の危険を感じるほどの暴行を受けた女性は3.3％（20

人/620人）で割合としては低いように思えますが、ほぼ30人に１人が経験していると考えると深刻

な問題です。また、性的暴力の経験も１割を超えていて決して少ない数字とはいえません。 

●ＤＶに あ た る 行 為を受 け た 経 験  

◆あなたは、配偶者・パートナー・恋人から、次のようなことをされたことがありますか◆ 
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セクシュアル・ハラスメントの認識 職場での経験 

女性　N=685
男性　N=492

容姿について、あれこれ 
聞かれる・話題にされる 

からだをじろじろ見られる 

忘年会などでお酌・デュエット・ 
ダンスなどを強要される 

性的な冗談やひわいなことを 
話題にされる 

故意に身体にふれられる 

キスやセックスの強要など 
性的な行為を迫られる 

しつこく交際を求められる 

職場にヌードポスター・ 
ヌードカレンダーなどをはられる 

昇進や商取引などを利用して 
性的な関係を迫られる 

着替え中の更衣室に、 
異性に入られる 

どれもあたらない 
（どれもない） 

0%20%40%60%80%

32.8
30.7

42.9
31.1

42.3
41.7

45.4
44.5

58.7
51.0

62.8
57.3

47.4
43.9

42.5
38.6

61.2
54.3

52.3
47.0

15.8
16.1

セクシュアル・ハラスメント 
にあたると思う 

職場でされたことがある 

0% 20% 40% 60% 80%

19.4
9.3

8.5
2.8

20.4
5.7

18.1
4.9

14.5
2.8

2.2
0.2

3.6
0.6

3.1
2.4

0.3
0.2

1.6
0.6

21.2
25.6

いずれもセクシュアル・ハラスメントにあたる行為ですが、女性と比べて男性の方がどの行為につ

いてもセクシュアル・ハラスメントだと回答している割合が低く、認識が低いことがわかります。 

職場でセクシュアル・ハラスメントを受けた経験は、女性の方が男性よりも圧倒的に高くなっていま

す。「容姿について、あれこれ聞かれる・話題にされる」は、女性は２割、男性でも１割弱の経験者

がいますが、不快な経験によって仕事の意欲が削がれたり、業務に支障をきたしたりすることも考

えられます。相手の立場にたって考え、女性も男性も気持ちよく働ける職場づくりが求められます。 

●どこからが セクシュア ル・ハラスメント？ 

◆あなたは、次のようなことは 
セクシュアル・ハラスメントに 
あたると思いますか◆ 

◆あなたは、自分の意思に反して 
職場で次のようなことを 
されたことがありますか◆ 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

77.2

68.9

相
手
の
立
場
に
立
っ
て 

物
事
を
理
解
す
る
よ
う
努
め
る 

62.3 61.4

自
分
の
身
の
回
り
の
こ
と
が 

で
き
る
よ
う
生
活
面
で
自
立
す
る 

61.0 60.8

夫
婦
・
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
、 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を 

深
め
る
た
め
に
会
話
を
増
や
す 

56.9 54.7

仕
事
、家
事
、育
児
を 

夫
婦
・
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
、共
に
担
う 

56.6

47.2

家
庭
に
お
け
る
子
ど
も
の
し
つ
け
や 

教
育
で
男
女
の
分
け
隔
て
を
し
な
い 

46.9

38.8

自
分
の
意
思
を
相
手
に 

伝
え
る
技
術
を
身
に
つ
け
る 

39.7

29.5

経
済
的
に
自
立
す
る 

29.1
32.1

男
女
の
人
権
、男
女
平
等
に
つ
い
て 

理
解
を
深
め
る
よ
う
学
習
す
る 

9.5
12.6

男
女
共
同
参
画
を 

周
囲
に
働
き
か
け
る 

9.5
12.2

仕
事
に
費
や
す
時
間
を 

短
く
す
る 

2.8 3.9

特
に
な
い 

1.0 1.8

そ
の
他 

0.9 1.4

男
女
共
同
参
画
社
会
に 

な
っ
て
い
る
の
で
、 

現
状
の
ま
ま
で
よ
い 

女性　N=685
男性　N=492

「相手の立場に立って物事を理解す

るよう努める」が女性８割弱、男性７割

弱で、ともに１番に挙げられています。

また、女性で「経済的に自立する」を挙

げている人の割合も高く、経済的自立

も大切と考えられています。 

男女共同参画社会は行政からの取り

組みだけで推進できるものでなく、一人

ひとりの男女が職場でも家庭でも対等

に責任を果たし、お互いに理解を深め、

認め合えることが男女共同参画社会

への第一歩です。 

●で き ることからはじめよう  

◆男女が共に社会における責任を分かち合う男女共同参画社会をつくるために、 
あなたご自身は何ができると思いますか◆ 

理想論ではなく、より現実的な意識改革を誰にでもわかりやすいように、幅広い年令、職業の人々に浸透するよ

うに、少しずつ積み重ねていくしかないと思います。このアンケートを見るまで、考えたことのなかったことや忘れて

いたことを、改めて考えることができ、良いきっかけになりました。（女性　30歳代） 

自由 
意見 
より 
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性役割意識（性別役割分担意識） 
「男は仕事、女は家庭」などに表されるよ
うに、性別によって適した役割や能力、活
動する分野があり、それを分担し合うのが
当然、あるいは自然だとする固定観念をい
い、結果的に男女格差を生み出しています。 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 
配偶者や恋人など親密な関係にある人
から受ける暴力のことです。ＤＶには、殴る、
蹴るといった身体的暴力の他に、言葉に
よる精神的暴力、人との付き合いを制限
するなどの社会的暴力、生活費を渡さな
いなどの経済的暴力、性行為を強要した
りする性的暴力を含んでいます。ＤＶは男
女の不平等な力関係、性役割意識などを
背景とした社会的な問題であり、人権侵
害です。 

配偶者からの暴力防止法 
配偶者（事実上の婚姻関係にある男女、
離婚後に被害をうけている人も含める）
からの暴力の防止と被害者の保護ならび
に自立支援を目的とする法律で、裁判所
による保護命令制度などが規定されてい
ます。平成16年（2004年）12月には「配
偶者からの暴力」の定義が身体的暴力だ
けでなく精神的暴力・性的暴力も含む、な
どの改正がされました。 

セクシュアル・ハラスメント 
相手の意に反した性的な性質の言動で、
身体への不必要な接触、性的関係の強要
などが含まれ、職場においては、労働条件
について不利益を受けたり、就業環境が害
されたりします。被害は男女どちらにもお
こりえますが、圧倒的に女性が被害を受け
ることが多くなっています。 

エンパワーメント 
「力をつけること」をいいます。特に、女性
が自らの生活について自分で決定してい
く自己決定能力をはじめ、経済力、社会的
な意思決定の場での発言力、政策決定へ
の参画など、女性が能力を身につけ行動
することによって、自分たちの状態・地位を
変えていこうとする考え方です。 

男女共同参画社会基本法 
男女が、対等な立場で社会のあらゆる分
野における活動に参画し、均等に政治的、
経済的、社会的および文化的な利益を受
けるとともに責任を担うべき社会である「男
女共同参画社会」の形成についての基本
的理念等を明らかにした法律で、平成11
年（1999年）6月に施行されました。 

育児・介護休業法 
育児や家族の介護をおこなう労働者が職
業生活と家庭生活を両立できるよう、育児
や介護のための休業制度およびその他
の制度、措置について定めた法律です。こ
の法律は事業所の規模にかかわらず、全
ての事業所に適用されています。平成13
年（2001年）には、介護休暇制度の採用
努力、時間外労働の制限、転勤への配慮
などの一部改正がおこなわれました。 


